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新
成
人
の
皆
さ
ん
へ

20
歳
に
な
っ
た
ら
国
民
年
金

　

国
民
年
金
は
、
年
を
取
っ
た
と
き

や
病
気
や
け
が
な
ど
、
い
ざ
と
い
う

と
き
の
生
活
を
現
役
世
代
み
ん
な
で

支
え
よ
う
と
い
う
考
え
で
つ
く
ら
れ

た
仕
組
み
で
す
。

　

20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
日
本
国
内

に
住
ん
で
い
る
人
は
、
国
民
年
金
に

加
入
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て

い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
未
来
へ
と
進
む

皆
さ
ん
に
、
生
涯
寄
り
添
う
年
金
。

20
歳
に
な
っ
た
ら
、
忘
れ
ず
に
国
民

年
金
の
加
入
手
続
き
を
し
ま
し
ょ
う
。

●
国
民
年
金
の
ポ
イ
ン
ト

将
来
の
大
き
な
支
え
に
な
り
ま
す

　

国
民
年
金
は
20
歳
か
ら
60
歳
ま
で

の
人
が
加
入
し
、
保
険
料
を
納
め
る

制
度
で
す
。
国
が
責
任
を
持
っ
て
運

営
す
る
た
め
安
定
し
て
お
り
、
年
金

の
給
付
は
生
涯
に
わ
た
っ
て
保
障
さ

れ
ま
す
。

老
後
の
た
め
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん

　

国
民
年
金
に
は
、
年
を
取
っ
た
と

き
の
「
老
齢
年
金
」
の
ほ
か
「
障
害

年
金
」
や
「
遺
族
年
金
」
も
あ
り
ま
す
。

●
国
民
年
金
付
加
年
金
制
度

付
加
年
金
を
ご
存
知
で
す
か　

　

国
民
年
金
の
定
額
保
険
料
（
月
額

１
万
６
３
４
０
円
）
に
加
え
て
付
加

保
険
料
（
４
０
０
円
）
を
納
め
る
と
、

老
齢
基
礎
年
金
に
付
加
年
金
が
上
乗

せ
さ
れ
ま
す
。

　

付
加
年
金
は
申
し
込
み
を
し
た
月

か
ら
加
入
で
き
ま
す
。

付
加
年
金
の
年
金
額　

　
２
０
０
円
×
付
加
保
険
料
納
付
月
数

付
加
保
険
料
を
納
付
で
き
る
人

　

第
１
号
被
保
険
者
（
65
歳
以
降
の

任
意
加
入
被
保
険
者
を
除
く
）
だ
け

が
加
入
し
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

付
加
保
険
料
も
国
民
年
金
保
険
料
と

同
様
に
納
期
限
（
翌
月
末
）
か
ら
２

年
間
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※ 

保
険
料
の
免
除
を
受
け
て
い
る
人

や
国
民
年
金
基
金
の
加
入
者
は
、

納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

※ 
農
業
者
年
金
加
入
者
は
、
必
ず
納

め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
「
障
害
年
金
」
は
、
病
気
や
事
故
で

障
が
い
が
残
っ
た
と
き
に
受
け
取
れ

ま
す
。「
遺
族
年
金
」
は
、
加
入
者

が
死
亡
し
た
場
合
、
そ
の
加
入
者
に

よ
り
生
計
を
維
持
さ
れ
て
い
た
遺
族

（「
子
の
あ
る
配
偶
者
」
や
「
子
」）
が

受
け
取
れ
ま
す
。

国
民
年
金
に
加
入
す
る
に
は

　
年
金
事
務
所
か
ら
送
付
さ
れ
た
「
国

民
年
金
被
保
険
者
資
格
取
得
届
書
」

に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
誕
生
日
の

前
日
か
ら
14
日
以
内
に
郵
送
ま
た
は

健
康
推
進
課
か
各
支
所
市
民
生
活
課

に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

20
歳
に
な
っ
た
時
点
で
次
の
❶
❷

に
該
当
す
る
人
は
提
出
不
要
で
す
。

❶ 

厚
生
年
金
保
険
に
加
入
し
て
い
る

人
❷ 

厚
生
年
金
保
険
に
加
入
し
て
い
る

配
偶
者
に
扶
養
さ
れ
て
い
る
人
（
国

民
年
金
の
加
入
の
手
続
き
は
、
配

偶
者
の
勤
務
先
を
経
由
し
て
行
い

ま
す
の
で
、
配
偶
者
の
勤
務
先
に

必
ず
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
）

●
国
民
年
金
加
入
後
の
流
れ

年
金
手
帳
が
届
き
ま
す

　

年
金
手
帳
は
、
年
金
の
加
入
制
度

が
変
わ
っ
た
と
き
や
年
金
の
請
求
手

続
き
な
ど
、
一
生
涯
使
用
し
ま
す
の

で
大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

　

厚
生
年
金
保
険
に
加
入
し
て
い
た

人
、
障
害
・
遺
族
年
金
を
受
け
取
っ

て
い
る
人
、
あ
る
い
は
受
け
取
っ
て

い
た
人
は
、
す
で
に
基
礎
年
金
番
号

を
お
持
ち
で
す
の
で
、
年
金
手
帳
は

届
き
ま
せ
ん
。

年
金
保
険
料
納
付
書
が
届
き
ま
す

　

金
融
機
関
の
窓
口
の
ほ
か
、
コ
ン

ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
保
険
料
を
納

め
て
く
だ
さ
い
。
保
険
料
は
口
座
振

替
や
ク
レ
ジ
ッ
ト
納
付
、
電
子
納
付

も
で
き
ま
す
。

　

平
成
30
年
度
の
１
カ
月
当
た
り
の

保
険
料
は
１
万
６
３
４
０
円
で
す
。

誕
生
日
の
前
日
が
含
ま
れ
る
月
分
か

ら
納
め
ま
す
。

（
例
）
４
月
１
日
生
ま
れ
→
３
月
31
日

か
ら
加
入
→
３
月
分
か
ら
納
付

●「
学
生
納
付
特
例
制
度
」と

　
「
納
付
猶
予
制
度
」

学
生
納
付
特
例
制
度

　

学
生
で
本
人
の
所
得
が
基
準
以
下

ま
た
は
失
業
な
ど
の
理
由
が
あ
る
場

合
、
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
が
猶

予
さ
れ
る
制
度
で
す
。
申
請
に
は
学

生
証
か
在
学
証
明
書
が
必
要
で
す
。

納
付
猶
予
制
度

　

50
歳
未
満
の
人
で
、
本
人
や
配
偶

者
の
所
得
が
一
定
額
以
下
の
場
合
に
、

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ

れ
る
制
度
で
す
。

申
請
は
お
早
め
に

　

学
生
納
付
特
例
制
度
、
納
付
猶
予

制
度
は
、
申
請
期
間
が
定
め
ら
れ
て

い
ま
す
。
申
請
が
遅
く
な
る
と
、
申

請
日
前
に
生
じ
た
不
慮
の
事
故
や
病

気
に
よ
る
障
が
い
に
つ
い
て
、
年
金

を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

追
納
制
度
を
ご
存
知
で
す
か

　

納
付
猶
予
な
ど
の
承
認
を
受
け
た

期
間
が
あ
る
と
、
保
険
料
を
全
額
納

付
し
た
と
き
に
比
べ
、
将
来
受
け
取

る
老
齢
年
金
額
が
少
な
く
な
り
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
期
間
分
の
保
険
料
は
、

10
年
以
内
で
あ
れ
ば
、
申
し
出
に
よ

り
後
か
ら
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

た
だ
し
、
経
過
期
間
に
応
じ
て
加
算

額
が
上
乗
せ
さ
れ
ま
す
。

15 2019 January広報きくち


